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１ 保健福祉局における個人情報の提供を含むイセトーへの委託業務一覧 

２ 新型コロナウイルスワクチン接種業務の委託に係る仕様書 

３ 国民健康保険事業の委託に係る仕様書 

 



　以下の合計７件

年度 委託内容 備考
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R5 直接契約

R1
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R4

１　保健福祉局における個人情報の提供を含むイセトーへの業務委託一覧

※直近５年間（令和元年度～令和５年度）の契約実績

国民健康保険料納入通知書及び
催告書兼納付書の印字等

直接契約

京都市新型コロナワクチン接種事業に係
る業務
（令和３・４年度）事務処理等業務委託
（令和５年度）接種券等作成業務

イセトー含む
コンソーシアムとの契約
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業務仕様書 

Ⅰ 事業概要について 

１ 件名 

京都市新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る事務処理等業務委託 

 

２ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和５年３月３１日まで 

ただし、新型コロナウイルスワクチンの接種状況に応じて、延長する可能性が

ある。 

 

３ 業務の目的 

京都市（以下「市」という。）における新型コロナウイルスワクチン接種事業

に伴い必要となる接種券の発行その他の事務処理、市民からの問合せ対応、集団

接種会場の設営及び運営、接種医療機関へのワクチンの配送等に係る業務を迅速

かつ的確に遂行し、同事業の円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

４ スケジュール ※ 

※ スケジュールは想定であるため、前後することがある。 

 

 ５ 事業概要 

   新型コロナウイルスワクチン接種事業の概要は、次のとおりである。 

  ア 接種対象者 

   ・ 市の住民 

   ・ 長期入院、長期入所等やむを得ない事情により市で接種することを希望す

る者 

 

実施予定日・期間 内容 

令和３年２月 広報資材の作成・コールセンター業務開始 

令和３年４月以降 １・２回目接種券等発送・ワクチン接種・接種券等再発行業務等開始 

令和３年５月以降 
京都府国民健康保険団体連合会から戻ってきた予診票のデータ入力

等業務開始 

令和３年７月以降 接種証明書の交付申請受付開始 

令和３年１０月以降 ３回目接種向けの接種券等作成・発送 

令和4年５月以降 ４回目接種向けの接種券等作成・発送 

令和４年９月以降 
オミクロン株対応ワクチン、小児３回目接種向けの接種券等作成・発

送 

令和４年10月以降 乳幼児接種向けの接種券等作成・発送 

契約期間終了後 事業実績報告 

２ 新型コロナウイルスワクチン接種業務の委託に係る仕様書 
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  イ 接種方法 

    市が設置した会場における集団接種又は委託医療機関における個別接種 

ウ 接種回数 

生後６か月～１１歳 ：３回 

１２～５９歳      ：最大４回（ただし、１８歳以上で基礎疾患を有する

者その他重症化リスクが高いと医師が認める者並び

に医療従事者等及び高齢者施設等の従事者について

は最大５回） 

６０歳以上       ：最大５回 

  エ 接種期間 

    令和３年４月から令和５年３月３１日まで（想定）
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Ⅱ 業務委託の内容について 

１ 委託の概要について 

 概要 

⑴ 接種券等の再発行及び発送、郵送返戻分等の管理等 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る接種券や予診票等について、再発行等

に係る印刷及び発送等を行う。 

（発送時期：令和３年４月中旬以降） 

⑵ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する広報 

新型コロナウイルスワクチン接種に関するチラシやポスターを印刷するとと

もに、市内全域での広報活動を行う。 

（開始時期：令和３年２月以降） 

⑶ 医療機関への予診票の送付等 

協力医療機関に対して、予診票及びチラシ等の送付を行う（当初送付に加えて、

追加送付依頼があった場合に際しても随時対応する。）。 

また、必要に応じて、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）及びワクチン接

種システム（ＶＲＳ）への代行入力を随時行う。 

（開始時期：令和３年４月以降） 

⑷ 予防接種履歴の管理・データ入力業務 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る予防接種履歴情報を管理するととも

に、市保健医療システム及びワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）の入力業務等

を行う。 

（開始時期：令和３年５月下旬以降） 

⑸ 個別通知業務 

接種券の送付後、接種開始までの間に、予約方法等について個別通知を行う。 

（開始時期：令和３年４月中旬以降） 

また、未接種者に対し、接種勧奨を行う。 

（開始時期：令和３年１０月以降） 

⑹ コールセンター業務等 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る市民からの問合せに対して、相談対応

を行う。 

（開始時期：令和３年２月中旬以降） 

⑺ 接種の予約受付業務 

 接種について、コールセンター（電話及びＦＡＸ）及びＷＥＢで予約を受け付

けるとともに、接種会場毎の予約状況の管理を行う。 

（開始時期：令和３年５月中旬以降） 

⑻ 集団接種会場の設営及び運営等 

医療機関以外の特設会場で実施する集団接種会場の設営及び運営（必要物資の

確保・保管を含む。）等を行う。 

（開始時期：令和３年３月下旬以降） 

⑼ ワクチン等の受入れ、保管、小分け及び接種医療機関への配送 

 市が設ける配送センター（基本型接種施設）において、新型コロナウイルスワ

クチン等を受入れ、保管、小分け及び接種医療機関への配送を行う。 

（開始時期：令和３年４月以降） 
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⑽ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書・新型コロナウイルスワクチン予防接

種済証の発行 

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書・新型コロナウイルスワクチン予防

接種済証の発行に当たり、問合せや交付申請の受付対応、交付申請に必要な書類

の精査や管理、交付に関する業務を行う。 

（開始時期：新型コロナウイルス感染症予防接種証明書については令和３年７月

以降、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証については令和３年９月以降） 

⑾ 新型コロナウイルスワクチンの接種券等の作成・発送等業務 

 新型コロナウイルスワクチンの接種に必要となる接種券、予診票、ワクチン説

明書等の作成及び市民、医療機関等への発送等に関する業務を行う。 

（開始時期：令和３年１０月以降） 

 

２ 委託の詳細について 

 ⑴－１ 接種券等の再発行及び発送について 

ア システムによる管理 

  各市民への接種券の送付履歴（当初分・再発行）は、受注者が用意したシ

ステムにより管理するものとする。 

  また、市の住民基本台帳に登録されている市民に関する情報（氏名、生年

月日、住所等）及び接種券の発送履歴（当初分）は、市から受注者に提供す

る。 

  なお、接種券の当初発行の基準日以後の転入に関する情報は、市から受注

者に提供する。 

イ 接種券の再発行及び郵送 

  接種券の不到達、紛失等に係る問合せ及び再送付の依頼については、コー

ルセンター、ＦＡＸ及びＷＥＢにて受け付けるものとする（市への転入者か

ら、発行の依頼に関する問合せがあったときも同様とする。）。 

  市民が再発行を希望するときは、次の業務を行うこと。 

(ｱ) 市民から氏名、住所、生年月日、過去のコロナウイルスワクチンの接種

状況等を聞き取り、受注者が用意したシステムで本人確認を行うこと。ま

た、接種券の発送履歴を確認すること。 

  ＦＡＸ又はＷＥＢ申請で不明な点があるときは、申請者に確認すること。 

(ｲ) 当該市民の情報を「再発行発送予定者リスト」として記録すること。 

なお、受注者が情報を保有していない市民（転入者等）については、市

に報告すること。この場合において、市は、当該市民に対する接種券の発

行の可否を回答すること。 

(ｳ) 「再発行発送予定者リスト」にある発送予定者の再発行接種券を受注者

の用意したシステムから出力し、印刷すること。 

(ｴ) 再発行接種券（接種済証用紙を含む。）、予診票、チラシ（接種案内文）

及びワクチン説明書を封筒に封入するものとする。 

(ｵ) 封入した封筒は、対象者と同一人物の接種券を発行しているか、接種券
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のミシン目内に接種券が印刷されているか、必要枚数が入っているか等の

二重チェックを行ったうえで封緘し、速やかに郵便局に納品すること。 

(ｶ) 市民の依頼を受けてから郵便局への納品まで、１４日以内に処理するこ

と。 

(ｷ) 接種券の当初発行の基準日以後の転入に関する情報が市から提供された

場合は、上記(ｳ)から(ｶ)までに準じた対応をすること。 

ウ 封筒の作成 

  封筒は、窓付きとし、その仕様は、新型コロナウイルス感染症に係る予防

接種の実施に関する手引き（以下「手引き」という。）に基づくものとする。 

  なお、既存の窓付き封筒を用いることも可能である。 

エ チラシ（接種案内文）の作成 

  チラシは、１種類、４色Ａ４版両面印刷とする。 

  原案は市と協議のうえ受注者が作成し、市の校了後に印刷すること。 

オ 封入済み封筒の納品先 

  接種券等を封入・封緘した封筒の納品先は、市で料金後納を行うことがで

きる郵便局とする（以下の郵送が必要となる事務について同じ。）。 

カ 郵送費用については、市負担とすること。 

キ 本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新たに

購入した物に限る。）の所有権は、原則、購入と同時に売主から直接に市に

帰属する。ただし、市が指定する物品については、市の指示に基づき適切に

廃棄すること。なお、廃棄に要する費用は市の負担とする。 

  

⑴－２ 郵送返戻分等の管理等について 

ア 郵送返戻分については、速やかにシステムに郵送返戻日を記録したうえ、

市に対象者及び郵送返戻日を報告すること。 

イ 住所不定者等郵送できない者に対する窓口を設置すること。 

  なお、本窓口は、コールセンター等に郵送で受け取れない旨の相談があっ

た場合に、接種券等を手渡しすることを想定したものである。 

ウ 本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新たに

購入した物に限る。）の所有権は、原則、購入と同時に売主から直接に市に

帰属する。ただし、市が指定する物品については、市の指示に基づき適切に

廃棄すること。なお、廃棄に要する費用は市の負担とする。 

 

⑵ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する広報について 

ア ポスターを作成し、市が指定する場所に納品すること。 

  原案は市と協議のうえ受注者が作成し、市の校了後に印刷すること。 

  Ａ４版  ８，０００枚×１種類 

  Ｂ３版  １，５００枚×１種類（市バス・地下鉄掲出用） 

  Ｂ３版 １１，０００枚×２種類（京都市広報板掲示ポスター用） 
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イ ホームページを作成し（接種券再発行の受付、協力医療機関の検索、接種に

係る予約受付等を可能とすること。）、ＷＥＢ上でアップするとともに随時更

新するなど適切に運営すること。 

ウ 接種場所（集団接種及び個別接種を含む。）のリスト及びマップを作成し、

上記ホームページ上にアップロードすること。 

  接種場所の変更があったときは、リスト及びマップを随時更新すること。 

エ 受注者が提案する広報業務について、市と協議のうえ実施すること。 

オ ホームページについては、令和５年３月２０日で閉鎖することとし、同日以

降、市民から当該ホームページにアクセスがあった場合に備え、受注者におい

て、市指定のアドレスにリダイレクトするよう設定すること。 

 

⑶ 医療機関への予診票の送付等について 

ア 医療機関向け手引きを印刷する。 

  原案は市が作成し、市の校了後に印刷すること。 

イ 個別接種医療機関に対して、予診票、チラシ、ポスター等を送付すること。 

  当初送付に加えて、追加送付依頼があったときは、直ちに対応すること。 

ウ 必要に応じ、ワクチン接種円滑化システムへの代行入力を随時行うこと。 

エ 医療機関によるワクチン希望数に対し、供給量を勘案し、市と協議のうえ、

配分量をワクチン接種円滑化システムに入力すること。 

オ 郵送費用については、市負担とすること。 

 

⑷ 予防接種履歴の管理・データ入力業務について 

ア 受注者が用意するシステムのマニュアル等を活用し、業務研修等を行い、本

事業に関して充分な知識を有した人員を配置すること。 

システムを円滑に運用することができ、接種履歴の管理・データ入力処理を

適切かつ迅速に行うことができる人員を配置すること。 

イ 管理・データ入力は、受注者が確保した場所（市内）で実施すること。 

  なお、会場確保に要する費用は、受注者の負担とする。 

ウ 京都府国民健康保険団体連合会を経由して送付された予防接種予診票につ

いては、枚数と請求の件数が一致しているか確認、記録したうえで、データ入

力を開始し、枚数等が相違する場合は、医療機関等に連絡すること。 

エ ウとは別に、医療機関が希望する場合には、当該医療機関から予防接種予診

票の写しの送付を受け付け、入力する。写しを送付するための専用封筒につい

ては、医療機関からの依頼を受けて、送付する。 

オ 作業要員については、業務が円滑に履行できる体制を組むこと。 

カ 接種券記載の券番号、予防接種日、ワクチンの種類、ロット番号、１～５回

目の別等、予防接種履歴を管理するに当たって必要となる情報を受注者が用意

するシステムに入力するとともに、市の保健医療システム及びワクチン接種シ

ステム（以下「ＶＲＳ」という。）に入力するためのＣＳＶデータを作成する
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こと（市の保健医療システムへの入力は市において行う。）。 

  なお、券番号は、予診票に貼付されている接種券のバーコード（規格：ＮＷ

－７）又は二次元コード（規格：モデル２）を読み取ることにより入力可能で

あるが、バーコードを読み取ることができない場合は、券番号を手入力するこ

と。 

  また、券番号が汚損等により読み取ることができない場合又は接種券が予診

票に貼付されていない場合（接種券を用いずに接種する医療従事者等が想定さ

れる。）、予診票記載の氏名、住所、生年月日等から券番号を特定し、入力す

ること。 

キ 予防接種履歴の入力作業（市の保健医療システム及びＶＲＳへの入力を含

む。）は、予診票を受け取った日から１箇月以内に行うこと。 

ク 入力したデータに入力ミスや重複入力がないかを必ず別人が再度確認する

こと。 

ケ 予診票の受付に当たり、受注者において専用の電話番号及びＦＡＸ番号を用

意すること。 

 

⑸ 個別通知業務について 

ア 接種券の送付後、予防接種開始までの間に、予防接種の会場、日時、予約方

法等を記載した書面を作成し、市民に対し送付すること。また、内容は、居住

地域等により異なるものとする予定である。 

  なお、郵送費用については、市負担とすること。 

イ 予防接種の未接種者に対し、接種勧奨を行うこと（圧着はがきを想定）。 

  未接種者の情報は、⑷により受注者が保有しているデータから抽出すること。 

ウ 住所地外の接種を希望する市民から問い合わせについて、市と協議のうえ対

応をすること。 

 

⑹－１ コールセンター業務等について 

ア 業務研修等を行い、本事業に関して充分な知識を有した人員を配置すること。 

イ 電話応対については、丁寧・真摯に対応すること。 

ウ 予防接種の方法（ワクチンの種類、対象者・対象年齢、接種回数・間隔、接

種前の注意事項、予防接種不適当者及び予防接種要注意者、接種方法、予防接

種後副反応（健康被害）、やむを得ない事情による住所地外の接種希望者への

対応、他の予防接種との関係等）、制度概要、再交付等申請進捗状況、その他

市が定める事柄について協議したうえで対応すること。 

エ 必要に応じ、本人から氏名、住所及び生年月日を聞き取りしたうえで、受注

者で用意したシステム及びパソコン端末において、本人の氏名、性別、生年月

日、年齢、住所、接種券発送状況、接種履歴等を確認したうえで、適切な対応

を行うこと。ただし、当該システムの接種履歴等の情報については、聞き取り

した情報以外は個人情報となるため、電話で伝えないこと。（ＤＶ被害者等の
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保護のため） 

オ 電話業務場所については、受注者が確保した場所で対応すること。 

  なお、会場確保及び運営に要する費用は、受注者の負担とする。 

カ 電話回線は、⑺－１の予約受付及び医療機関向け問合せと合わせて、次の回

線数を用意すること。また、オペレーターについては、当該回線数を常時確保

するために必要な人員を配置すること（交通機関の遅延、病気等の事由により、

突発的にオペレーターが出勤できない場合においても、代替要員を待機させる

など、業務を支障なく運用できる体制とすること。）。 

  なお、示された回線数はあくまで目安であり、繁閑状況等を踏まえ、市と協

議のうえ、柔軟に回線数を調節できる体制とすること。 

(ｱ) 令和３年２月１９日～３月２２日   ２０回線 

(ｲ) 令和３年３月２３日～５月１９日  １４０回線 

(ｳ) 令和３年５月２０日～５月末    ２８０回線 

(ｴ) 令和３年６月 １日～６月末    ３５０回線 

(ｵ) 令和３年７月 １日～１０月末   ３８０回線 

(ｶ) 令和３年１１月１日～１１月末   １５０回線 

(ｷ) 令和３年１２月１日～１２月末   １１５回線 

(ｸ) 令和４年１月前半          ８０回線 

(ｹ) 令和４年１月後半 ～４月末    ２２０回線 

(ｺ) 令和４年５月 １日～５月末    １１０回線 

(ｻ) 令和４年６月前半         １９０回線 

(ｼ) 令和４年６月後半～８月末     １９０回線 

(ｽ) 令和４年９月１日～９月末      ８５回線 

(ｾ) 令和４年１０月前半        １２０回線 

(ｿ) 令和４年１０月後半～１２月２９日 １４０回線 

  ※ 年末年始（令和４年１２月３０日～令和５年１月３日）は休業 

(ﾀ) 令和５年１月４日～１月末      平日８５回線、休日５５回線 

(ﾁ) 令和５年２月１日～２月末          平日５５回線、休日３５回線 

(ﾂ) 令和５年３月１日～３月末     平日３５回線、休日２０回線 

キ 業務時間は、毎日、午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

ク 対応を記録するためのフォーマットを作成し、１件ごとに内容及び対応等を

記録すること（ただし、簡単な問合せのみの場合は必要に応じて簡略化して差

し支えない。）。 

  また、日ごとの対応記録、実回線数、入電数、応答数及び応答率、スタッフ

の出勤状況を含む日報を、翌日の午前１０時頃を目途に市へ提出すること。 

ケ 対応については、録音するとともに、電話番号、日時等に基づき検索できる

ものとすること。 

  また、市が求めたときは、録音データを提出すること。 

  なお、会話を録音することにつき、アナウンスすること。 
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コ 苦情や要望等があった場合は、記録をとり、市へ速やかに報告を行うこと。

その際、個人情報の取扱いについては、充分に注意し、情報漏洩等が起こらな

いよう適切な作業を行うこと。 

サ 緊急の際にはすぐに市担当者と連絡のとれる体制を構築すること。 

シ 事故が起きた際には、直ちに市担当者に連絡をとり、協議すること。 

ス 聴覚障害者等への対応のため、ＷＥＢ上の入力フォーム及びＦＡＸによる相

談にも対応すること。 

セ 電話番号及びＦＡＸ番号は、受注者が用意すること。 

ソ 他の業務部門と緊密な連携を図ること。 

 

 ⑹－２ 相談窓口の設置について 

  ア ワクチン接種に関する相談・問合せへの対応、接種券の再交付申請及び住所

地外接種届の手続の支援、申請受付等に関する相談窓口を設けること。 

  イ 設置場所は次のとおりとする。 

   ① 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町９９ 四条ＳＥＴビル８Ｆ京

都市新型コロナワクチン接種コールセンター内 

② 各区役所及び支所（計１４箇所） 

  ウ 業務時間及び人員はそれぞれ以下のとおりとする。ただし、人員については、

繁閑状況等を踏まえ、市と協議のうえ、必要な人員を配置すること。 

設置場所 業務時間 人員 

イ① 午前９時～午後５時（土日祝を含む。） ２名 

イ② 午前９時～午後５時（土日祝を除く。） １箇所につき２名 

 

⑺－１ 接種の予約受付業務について 

ア 電話回線数は、予約集中時には更に回線を増強するなどにより、話し中でつ

ながらない状態となることを避けるため、市と協議のうえ、必要な措置を講じ

ること。 

イ 予約については、接種会場における混雑を避けるため、時間帯を指定して行

うことができるものとすること。 

ウ 予約受付については、ＷＥＢ予約及びコールセンターによる予約（電話及び

ＦＡＸ）を併用すること。 

  なお、予約受付システムは、受注者で用意すること。 

エ 対象者の氏名、住所、生年月日等を確認したうえで接種会場の日時の予約を

受け付けるとともに、当日使用するワクチンの種類、当日の来所時の注意事項

（持ち物、体温確認、症状があるときはキャンセルすること等）を伝えること。 

オ 予約受付（システム対応含む）に当たっては、前回接種からの接種間隔（各

種ワクチンに係るメーカー指定のもの）に留意すること。 

カ 必要に応じて、予約受付後速やかに、対象者に対し接種日時、場所を明示し

た書面を送付すること。 



10 

 

 

  なお、郵送費用については、市負担とすること。 

キ 電話及びＷＥＢ予約で受け付けた情報については、一覧表を作成し接種日当

日の受付で照合することができるようにするとともに、ＣＳＶ形式のデータと

して市に報告すること。 

ク 体調不良、所用等によりキャンセル又は日程等予約変更希望があれば適切に

対応すること。 

ケ 接種会場との間で、予約状況を共有するなど、緊密な連携を図ること。 

コ ワクチン接種円滑化システムへの入力作業（接種会場の基本情報やワクチン

量、配送予定日及び予約枠の設定等）を随時行うとともに、更新を徹底するこ

と。 

サ 市と協議のうえ、ホームページ等で予約状況を明らかにすること。 

シ 市が本契約に基づき予約受付システム（本号に掲げる業務の実施に当たり受

注 者が新たに用意したシステムをいう。）を利用できる期間は、令和５年３

月３１日までとする。同年４月１日以降については、市は同システムを提供可

能な事業者と別途契約を締結し、当該契約に基づき利用することとする。なお、

受注者は、同年４月１日以降、市が当該契約に基づきシステムの提供を受ける

ことを妨げない。 

 

⑺－２ 集団接種の希望登録者に対する予約について 

  ア コールセンターで受け付けた集団接種の希望登録者をリスト化するととも

に、効率的に予約枠の案内ができる体制（システム対応を含む。）を構築する

こと。 

  イ 市が設ける予約枠に対し、アで登録を受け付けた者を割り当て、架電により

枠を案内すること。 

  ウ 希望登録者への架電方法等については、市と協議のうえ決定すること。 

 

⑻－１ 集団接種会場の設営及び運営等について 

  ア 業務概要 

受注者は、ワクチンの住民向け接種において、医療機関以外の特設会場で実

施する「集団接種会場」の運営を行う。 

運営にあたっては手引きの最新版に則り、市とよく協議のうえ進めること。 

また、国の通知や他自治体の取組情報などを踏まえ、より良い運営に関して

提案すること。 

イ 集団接種会場候補の検討支援 

(ｱ) 市から提供する集団接種会場候補について、市と協議の上、集団接種会場

としてのレイアウト図を作成すること。なお、作成にあたっては市から会場

図面を提供することとし、集団接種会場候補のレイアウト図はできるだけ早

く（遅くとも７日以内）に提出をすること。 

(ｲ) 国、他自治体等の情報も踏まえ、接種がより円滑に進むよう、適切な設え
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があれば、提案すること。 

(ｳ) 集団接種会場として決定するまで、適宜レイアウト図の修正に応じること。 

(ｴ) なお、集団接種会場は２０箇所を想定しており、それ以上のレイアウトの

検討が発生する。 

(ｵ) レイアウト図について、市は地区医師会等と調整し、最終的な案を提示す

る。 

ウ 集団接種会場の設営及び運営に必要な物品の確保 

(ｱ) 集団接種会場の設営に必要なパーテーション、机、椅子、ごみ箱等の物品

については市と協議の上受注者が用意すること。ただし、市が別に指定する

物品については会場に備え付けのもの等を使用できることとする。 

(ｲ) 集団接種会場の運営に必要な別表に示す物品について市と協議のうえ受注

者が用意すること。また、その他必要な物品についても、市と協議のうえ決

定し、受注者が用意すること。さらに、不足が生じることのないよう、在庫

管理を行い、定期的な補充を行うこと。 

(ｳ) 集団接種会場においては、動線を示すサイン、受付や問診等を示す表示、

会場内での三密に関する注意事項の表示、副反応を踏まえた同意に関する表

示、接種後の注意事項の表示、次回の接種の予約案内などの表示について、

市と協議のうえ、準備すること。 

(ｴ) 受付での本人確認や住民票所在地以外での接種者への案内など、予め想定

される定型のアナウンスについては、市と協議のうえ、高齢者が見やすい文

字で印刷したものをラミネート加工するなどして、準備すること。 

(ｵ) 高齢者に配慮して、会場ごとに車いす２台は準備すること。 

(ｶ) 運営に必要と思われる物品があれば、提案し市と協議のうえ用意すること。 

(ｷ) 集団接種の運営に当たり必要となる物品は、適切に保管・管理すること。 

(ｸ) 本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新たに

購入した物に限る。）の所有権は、原則、購入と同時に売主から直接に市に

帰属する。ただし、市が指定する物品については、市の指示に基づき適切に

廃棄すること。なお、廃棄に要する費用は市の負担とする。 

エ 集団接種会場における人員の手配 

(ｱ) 集団接種会場の人員の手配・調整を行うこと。 

(ｲ) 医師については、原則、市が地区医師会等を通じて調整する。 

(ｳ) 看護師・薬剤師について、医師による指示を踏まえ市が調整するが、不足

する場合は、可能な限り手配すること。 

(ｴ) 医療従事者以外の人員はすべて手配すること。 

(ｵ) 人員の確保の調整において、全体の概要、役割分担やシフト表など、市の

指示に従って資料の準備をすること。 

(ｶ) 医療従事者を被保険者とする傷害保険契約の締結及び保険料の支払いを行

うこと。 

オ 集団接種会場の設営及び整備 
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(ｱ) 実施会場は市の指定した日に設営を行い、終了後は本市の指示により設営

前の状態に戻すとともに、本市担当者又は当該施設の管理者による確認を受

けること。 

(ｲ) 会場の設営完了後、市による確認を受け、必要に応じて修正等の調整を行

うこと。 

(ｳ) 物品の搬入等にあたり駐車場所の確保が必要な場合は、原則、受注者が会

場付近の駐車場を確保すること。 

(ｴ) 受注者を被保険者とし、発注者の指定する集団接種会場を保険の目的物と

する損害保険契約の締結及び保険料の支払いを行うこと。 

(ｵ) その他、各接種会場について、必要な施設の整備を行うこと。 

カ 集団接種会場の運営について 

(ｱ) 受注者は当日の運営について市と協議のうえ、受付や誘導等の必要な事務

スタッフを配置し、業務が円滑に履行できる体制を組むこと。 

(ｲ) マスク、手袋、アルコール消毒液等の消耗品について、不足することのな

いよう定期的な補充を行うこと。 

(ｳ) 集団接種の実施に伴い発生する廃棄物は、関係法令に基づいて適正に処理

をすること。 

(ｴ) Ｖ－ＳＹＳ及びＶＲＳの入力事務について、国の示す方法に沿って適切に

行うこと。 

(ｵ) ワクチンの受取りについては、国の示す方法に沿って適切な方法で行うこ

と。 

(ｶ) アナフィラキシーショックの発生や間違い接種その他不測の事態が発生し

た場合には適切に対応するとともに直ちに市へ連絡をすること。 

キ ワクチンの保管・管理 

(ｱ) ワクチンの受け取り、払い出しに関して台帳を作成し、管理できるように

すること。 

(ｲ) ディープフリーザーを設置する集団接種会場においては、ワクチンの納品

日に受取を行うこと。また、受け取った際は、２人以上で適宜台車を使用し

ながら運搬し、速やかにディープフリーザーに入れて保管すること。 

(ｳ) ディープフリーザーを設置する集団接種会場においてはディープフリーザ

ーの温度管理を徹底し、適宜データロガー等使用して、不在の間にも適切な

温度（ファイザーは－７５℃±１５℃、モデルナは－２０℃±５℃）から外

れていないことを確認すること。 

(ｴ) 小分け配送されたワクチンを受け取った際は、指定された冷蔵庫に保管し、

必要書類を記入すること。また、冷蔵庫の温度管理を徹底し、適宜データロ

ガー等を使用して、不在の間にも適切な温度（２～８℃）から外れていない

ことを確認すること。 

ク 他市町村の住民の接種に係る請求事務について 

他市町村の住民が集団接種会場においてワクチンの接種を受けた場合は、本
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市の指示する方法で京都府国民健康保険団体連合会を通じて当該市町村への

請求事務を行うこと。 

ケ 集団接種会場で従事する医療従事者への請求・支払事務について 

(ｱ) 看護師、薬剤師等の医療従事者の支払について、１箇月単位でとりまとめ

のうえ、一括で市に請求すること。また、市支払い後、遅滞なく各従事者へ

支払を行うこと。 

(ｲ) 従事者への支払の期日については市と協議のうえ決定すること。 

コ その他 

変更が生じた場合やその他本仕様書に定めのないことについては受注者と

市と協議のうえ決定する。 

 

 ⑻－２ 事前シミュレーション 

ア 業務概要 

集団接種会場及び市が指定した会場で、実際の運営の前に、関係者を集め、

シミュレーションを行うこと。 

イ シミュレーションにおける会場の設営及び必要な物品の確保 

(ｱ) 会場の設営は市の指定した日時に行い、撤収時には設営前の状態に戻すこ

と。 

(ｲ) 会場の設営完了後、市による確認を受け、必要に応じて修正等の調整を行

うこと。 

(ｳ) 集団接種会場の運営に必要な別表に示す物品について市と協議のうえ受

注者が用意すること。また、その他必要な物品についても、市と協議のうえ

決定し、受注者が用意すること。 

ウ シミュレーションにおける人員の手配 

(ｱ) シミュレーションに参加する医師については、原則、市が地区医師会等を

通じて調整するが、必要な経費については受注者が支払うこと。 

(ｲ) シミュレーションに参加する看護師・薬剤師については、原則、市が調整

するが、不足する場合は、可能な限り手配すること。 

(ｳ) 医療従事者以外の人員はすべて手配すること。 

なお、市から別に指示があった場合は、この限りではない。 

(ｴ) 人員の確保の調整において、全体の概要、役割分担やシフト表など、市

の指示に従って資料の準備をすること。 

エ シミュレーションの録画 

市の指示に従って、シミュレーションの様子をビデオカメラで録画し、市が

編集可能なデータ形式で納品すること。 

  オ マニュアルの作成 

(ｱ) 事前に市と協議のうえ、関係者に全体の流れ、役割に応じた動き、イレギ

ュラー発生時の対応、副反応発生時の体制などについて、マニュアルを作成

すること。 
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(ｲ) マニュアルに応じて、市と共同でシミュレーション参加者にレクチャーす

ること。 

(ｳ) マニュアルの作成に当たっては、高齢者に配慮し、車いすでの来場者や付

添人への対応も含めること。 

 

 ⑼ ワクチン等の受入れ、保管、小分け及び接種医療機関への配送 

ア 業務概要 

受注者は、京都市ワクチン配送センター（以下「配送センター」という。）

において、国が配布するワクチンを受入れ、温度管理された超低温冷凍庫で保

管し、接種を実施する医療機関（集団接種会場を含む。以下「接種医療機関」

という。）にワクチンを小分け配送すること。 

本業務に必要となる人員、車両及び物品（保冷バッグ、バイアルホルダー、

保冷剤、冷凍庫など）並びに接種医療機関からのワクチンの希望配送数を受け

付けるためのＷＥＢシステムについては、選定に当たり市と協議のうえ、受注

者が用意すること。また、ワクチンの安全な保管及び円滑な配送業務の実施に

資するよう、常に配送センターを整備するとともに、必要な警備体制を整える

こと。 

なお、本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新

たに購入したものに限る。）の所有権は、購入と同時に売主から直接に市に帰

属する。 

また、市が本契約に基づきＷＥＢシステム（本号に掲げる業務の実施に当た

り受注者が新たに用意したシステムをいう。）を利用できる期間は、令和５年

３月３１日までとする。同年４月１日以降については、市は同システムを提供

可能な事業者と別途契約を締結し、当該契約に基づき利用することとする。な

お、受注者は、同年４月１日以降、市が当該契約に基づきシステムの提供を受

けることを妨げない。 

イ コールセンターの設置 

 (ｱ) 接種医療機関からの、ワクチン配送やＷＥＢシステムの操作方法等に係る

質問を受け付けるコールセンターを設置すること。 

(ｲ) 市、配送センター及び関係機関と情報連携を密にできる体制を構築するこ

と。 

ウ ワクチン等の受入れ、保管 

(ｱ) 国から配布されるワクチン等について、市を経由することなく、配送セン

ターで直接受領すること。受領に当たっては、国の指定する方法・手順によ

り、受注者２名以上で行うこと。また、納品日が土曜日、日曜日又は祝日に

当たる場合も、原則、受入れを行うこと。 

(ｲ) 納品された数量を速やかに確認し、市に報告のうえ、配送センターで保管

すること。また、ワクチンは超低温冷凍庫で保管のうえ、常に－６０℃～－

９０℃の温度帯を維持できているか、データロガーにより温度管理を行い、
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生理食塩水については常温保存とすること。 

(ｳ) 未着の場合、数量に過不足のある場合又は破損等により使用に耐えがたい

場合には、直ちに市に報告し、その指示を受けること。 

エ ワクチン等の小分け 

(ｱ) 市が提供する配送先一覧に従い、国が指定する方法・手順により、受注者

２名以上でダブルチェックのうえ正確に小分けを行うこと。また、ワクチン

の温度が上昇しないよう迅速に小分けし、温度管理を徹底すること。 

(ｲ) ワクチンについてはバイアルホルダーで固定のうえ、接種医療機関ごとに

用意した保冷バッグに保冷剤（最低４枚）と共に梱包する。また、その他物

品については折り畳みコンテナ等に収納し、配送及び接種医療機関での受渡

しに支障のないようにすること。 

(ｳ) 梱包したものには宛先ラベルを貼付するなど、配送誤りがないようにする

こと。 

(ｴ) 小分けした接種医療機関ごとの配送数やロット番号等を「ワクチン分配管

理台帳」に記録し、データで市に提供すること。 

オ ワクチン等の配送 

(ｱ) 配送予定箇所を市から事前に提供するため、配送日時及びルート設計につ

いては、市と協議のうえ決定すること。その際、配送期限内に配送できる無

駄のない配車及び最適なルート設計を行うこと。 

(ｲ) 接種医療機関から指定された場所、担当者に手渡しで引き渡すこととし、

配送出発前に、接種医療機関の担当者に到着予定時刻を連絡すること。また、

配送時に不在の場合には、随時、接種医療機関に連絡し、配送期限内に再配

達を行うこと。 

(ｳ) 引渡しの際には、配送先ごとに作成した受領書に受領印又は署名を求め、

徴収すること。送付数量に過不足がある場合には、受注者において対応する

こと。ただし、受注者の責に帰すべき事由に依らない場合はこの限りでない。 

(ｴ) 受渡時に、接種医療機関が保管している空の保冷バック、バイアルホルダ

ー（アルミ内箱）及び保冷剤を回収し、当日中に配送センターに返却するこ

と。接種医療機関から回収できなかった場合、後日回収すること。 

(ｵ) 接種医療機関から使用しなかったワクチン（冷凍保管されたものに限る。）

の回収依頼があった場合、市の指示に従いワクチンを回収し、配送センタ

ーの超低温冷凍庫に再格納すること。 

(ｶ) 配送に当たっては、適切な用具（ネット、ベルト等）を使用し保冷バッグ

を固定し、横倒し、逆さま及び落下厳禁の管理状態で、振動・衝撃を加えな

いよう慎重に取り扱うこと。また、配送中は保冷バッグを開けないこと。 

(ｷ) 運搬物が天候等による水濡れや汚損等の影響がでない形態の車両を利用し、

配送中は車両のエアコンを稼働させ、荷室内が高温にならないようにするこ

と、また、盗難等の恐れがないよう、配送に必要な場合（積み込み・積み下

ろし等）を除き、車両を常時施錠すること。 
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なお、業務中は車内禁煙とし、タバコ等の臭いがついていない車両とする

こと。 

(ｸ) 交通事情等により配送予定時刻が著しく異なる場合は、速やかに配送先に

連絡を行い、その指示を受けるとともに、市にも連絡すること。また、交通

事故等により車両の運行が不可能となった場合は、代替車両等で配送を円滑

に行うように努め、その状況及び結果を逐一、市に報告すること。 

(ｹ) 各日の配送が完了した後は、速やかに市に報告すること。 

カ その他 

(ｱ) 作業全般にわたりワクチン等の取扱いについては、破損、紛失等のないよ

う十分注意し、特に、焼失、盗難については、厳重に注意すること。 

(ｲ) ワクチン等の受入れ、保管、小分け及び接種医療機関への配送業務の過程

において、破損、紛失等の事故が発生した場合は、速やかに市に報告して対

応を協議すること。また、その状況及び対処方法等を文書で報告すること。 

なお、受注業務遂行中の道路交通法上の違反や事故等については、市は一

切の責任を負わない。 

(ｳ) 受注者は自然災害・テロ等での配送センター損壊・電力供給途絶等により、

ワクチンが使用に耐え難い状態となった場合については、責任を負わないも

のとする。ただし、善管注意義務を果たしていない場合は除く。 

(ｴ) 受注者は業務上知り得た情報については厳重に管理すること。 

(ｵ) 受注者は業務が完了次第、接種医療機関から徴取した受領書及び業務完了

報告書を、請求書とともに市宛てに提出しなければならない。 

(ｶ) ワクチンの取扱いについて、国が示す追加情報があれば、その指示に従う

こと。 

(ｷ) その他定めのない事項については、別途市と協議のうえ、決定すること。 

 

⑽－１ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行について 

ア 問合せへの対応 

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（以下「証明書」という。）に

関する問合せについては、受注者がコールセンターにて対応する。 

イ 交付申請の受付 

交付申請は、原則として郵送により受け付けるものとする。ただし、必要

に応じてコールセンターの相談窓口においても対応する。受注者は、交付申

請者から提出された必要書類に関して、遅滞なく所定の事項について精査す

るとともに、不備がある場合は、交付申請者等に連絡し、是正を行う。 

提出された必要書類は、受注者において交付申請者ごとに適切に管理する。 

ウ 必要書類の回付 

受注者は、精査が完了した必要書類を遅滞なく市に回付する。回付の方法

等は、市と協議のうえ決定する。 

エ 証明書の作成 
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証明書の作成は回付された必要書類を確認のうえ、市において行う。ただ

し、不備等が確認された場合、市は受注者に対して不備是正のための必要な

指示を行い、受注者はこれを処理する。 

オ 証明書の交付及び交付履歴の管理 

受注者は、市が作成した証明書の回付を受けた後、遅滞なく交付申請者に

対して交付する。 

誤交付を防ぐため、交付時には必ず複数人による確認を行うものとする。 

郵送により交付するものについては、予め交付申請者が交付申請時に用意

した返信用封筒を用いて封入封かん作業を行い、郵便局へ持参して郵送手続

きを行う。 

窓口にて交付するものについては、コールセンターの相談窓口において、

交付申請者へ手交により交付する。 

受注者は、交付の都度、受注者において用意したシステムを用いて交付履

歴を記録する。 

カ その他 

証明書の発行に当たって生じる郵送費用は、交付申請者が負担する。また、

これ以外の郵送費用が生じた場合においては、市が負担するものとする。 

本業務の実施に必要な体制は、受注者において準備するものとする。 

キ 本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新たに

購入した物に限る。）の所有権は、原則、購入と同時に売主から直接に市に

帰属する。ただし、市が指定する物品については、市の指示に基づき適切に

廃棄すること。なお、廃棄に要する費用は市の負担とする。 

 

⑽－２ 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証の発行について 

ア 問合せへの対応 

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（以下「接種済証」という。）

に関する問合せについては、受注者がコールセンターにて対応する。 

イ 交付申請の受付 

交付申請は、原則として郵送により受け付けるものとする。ただし、必要

に応じてコールセンターの相談窓口においても対応する。受注者は、交付申

請者から提出された必要書類に関して、遅滞なく所定の事項について精査す

るとともに、不備がある場合は、交付申請者等に連絡し、是正を行う。 

提出された必要書類は、受注者において交付申請者ごとに適切に管理する。 

ウ 必要書類の回付 

受注者は、精査が完了した必要書類を遅滞なく市に回付する。回付の方法

等は、市と協議のうえ決定する。 

エ 接種済証の作成 

接種済証の作成は回付された必要書類を確認のうえ、市において行う。た

だし、不備等が確認された場合、市は受注者に対して不備是正のための必要
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な指示を行い、受注者はこれを処理する。 

オ 接種済証の交付及び交付履歴の管理 

受注者は、市が作成した接種済証の回付を受けた後、遅滞なく交付申請者

に対して交付する。 

誤交付を防ぐため、交付時には必ず複数人による確認を行うものとする。 

郵送により交付するものについては、予め交付申請者が交付申請時に用意

した返信用封筒を用いて封入封かん作業を行い、郵便局へ持参して郵送手続

きを行う。 

窓口にて交付するものについては、コールセンターの相談窓口において、

交付申請者へ手交により交付する。 

受注者は、交付の都度、受注者において用意したシステムを用いて交付履

歴を記録する。 

カ その他 

接種済証の発行に当たって生じる郵送費用は、交付申請者が負担する。ま

た、これ以外の郵送費用が生じた場合においては、市が負担するものとする。 

本業務の実施に必要な体制は、受注者において準備するものとする。 

   キ 本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新たに

購入した物に限る。）の所有権は、原則、購入と同時に売主から直接に市に

帰属する。ただし、市が指定する物品については、市の指示に基づき適切に

廃棄すること。なお、廃棄に要する費用は市の負担とする。 

 

⑾ 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る接種券等の作成・発送等業務 

 ア 接種券の作成（データ印刷・印字、裁断、封入・封緘） 

  (ｱ) 接種券の作成 

国から示される事務連絡等を参考に、市の指示に基づき、仕様を決定

し、作成するものとする。また、作成に当たっては、市が実施するテス

ト（レイアウト設計、文字校正、バーコード読み取りテスト等市が必要

とするテストを必要な回数実施する。）に合格したものでなければなら

ない。 

数量、納品日等については、市から別途指示する。 

  (ｲ) 接種券の印字 

接種券への印字については、国から示される事務連絡を参考に、市の

指示に基づき、郵送宛名、接種券、予防接種済証、バーコード等必要事

項を印字すること。 

また、市から貸与する接種券印字用データ、外字データ等については、

善良な管理者の注意をもって保管することとし、業務が完了したとき、

業務の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、速や

かに返却すること。 

  (ｳ) 接種券の裁断 
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１枚ずつ両サイド（スプロケット部分等）をカットし、規定の大きさに

裁断すること。履行に際しては、必ず目視確認し、ミシン目が破損してい

ないか細心の注意を払うこと。また、不具合が生じた場合は、速やかに市

に報告し、該当分について市が指示するとおり再処理するものとする。 

 イ 予診票の作成 

国から示される事務連絡等を参考に、市の指示に基づき、仕様を決定し、

作成するものとする。また、作成に当たっては、市が実施するテスト（レイ

アウト設計、文字校正等市が必要とするテストを必要な回数実施する。）に

合格したものでなければならない。 

数量、納品日等については、市から別途指示する。 

 ウ 同封チラシの作成 

接種券等を送付する際に同封するチラシ（事業案内チラシ、ワクチン説明

書等）については、国から示される事務連絡等を参考に、市の指示に基づき、

随時作成すること。また、作成に当たっては、市が実施するテスト（レイア

ウト設計、文字校正等市が必要とするテストを必要な回数実施する。）に合

格したものでなければならない。 

数量、納品日等については、市から別途指示する。 

 エ 送付用封筒の作成 

接種券等の送付用封筒について、市の指示に基づき、随時作成すること。

また、作成に当たっては、市が実施するテスト（レイアウト設計、文字校正

等市が必要とするテストを必要な回数実施する。）に合格したものでなけれ

ばならない。 

数量、納品日等については、市から別途指示する。 

 オ 接種券等の封入・封緘・発送 

  (ｱ) 封入 

誤封入等が発生しないよう、重さ、厚さ、通し番号の確認等に細心の注

意を払うこと。また、送付用封筒の窓から、送付対象者の住所、氏名、カ

スタマーバーコード、通し番号等以外の接種券本体の項目がみられること

のないよう、確実に封入すること。手作業で封入する場合は、対象者と同

一人物の接種券を発行しているか、接種券のミシン目内に接種券が印刷さ

れているか、必要枚数が入っているか等の二重チェックを行うこと。 

(ｲ) 封緘 

確実に封がなされるよう注意すること。 

(ｳ) 発送 

郵送費用については、市負担とすること。 

 カ 接種券の引抜き 

市が指定した者の接種券を納品前に引抜き、医療衛生企画課に納品する。

引抜きを行う時期は、市と受注者が協議して決定する。 

   キ 本号に掲げる業務の実施に当たり受注者が用意した物品（受注者が新たに
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購入した物に限る。）の所有権は、原則、購入と同時に売主から直接に市に

帰属する。ただし、市が指定する物品については、市の指示に基づき適切に

廃棄すること。なお、廃棄に要する費用は市の負担とする。 

 

３ その他 

⑴ 各業務の作業調整を行う管理責任者等の設置について 

ア 各業務のスケジュール調整、作業調整を行い、結果報告をとりまとめる市

との協議責任者として、統括管理責任者を１名配置するとともに、例えば、

次のように、部門別管理責任者についても部門ごとに１名以上配置し、常駐

させること。 

・ コールセンター等責任者（コールセンター業務及び集団接種の予約受付

業務を担当） 

・ 事務処理業務責任者（コールセンター等責任者が管理する業務以外の業

務を担当） 

イ 作業スケジュールについては、以下のとおり調整すること。 

(ｱ) 全作業工程にわたる作業スケジュール管理表を策定すること。 

(ｲ) 各業務別の作業スケジュール管理表を策定すること。 

(ｳ) 受注者の責めに帰する遅延等が発生した場合は、原因を調査した報告書

を作成し、市と協議し、作業時間の延長、作業員の増員等の対応策を実行

すること。ただし、それに伴う市が負担する経費増には応じない。 

(ｴ) 緊急を要する場合は、即時、市と協議を行うこと。また、協議内容を

記録し、報告書を提出すること。 

ウ 作業状況を報告書にとりまとめ、適宜報告書を市へ提出すること。報告内

容の詳細や提出時期については、別途、市と協議するものとする。 

エ 市は、受注者の担当者が業務の遂行につき著しく不適当である等と認めら

れるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を

請求することができる。受注者は、当該請求があったときは遅滞なく当該請

求に係る事項について決定し、その結果を市に通知しなければならない。 

オ ①業務実施体制、②業務フローチャート（各業務の手順等を示したもの）

及び③スケジュール管理表を提出すること。 

 

⑵ 個人情報の取扱いについて 

ア 受注者は、本業務により取得した個人情報について、不適正な使用、紛失

又は流出がないよう、最大限の注意を払うとともに、対策を講じること。 

イ 個人情報が記載された書類（予診票等）の取扱いについては、施錠ができ

るキャビネット等において管理すること。 

ウ 個人情報を委託業務以外の目的で使用してはならない。 

エ 京都市個人情報保護条例及び京都市情報セキュリティ対策基準を遵守す

ること。 
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⑶ 事故報告について 

ア 個人情報保護に関わる事故が発生した場合は、直ちに市へ全て報告し、対

応策を協議すること。 

イ 接種券等の偽造が発見された場合は、直ちに市へ報告し、対応策を協議す

ること。 

ウ 予診票の紛失等の事故が発生した場合は、直ちに市へ報告し、対応策を協

議すること。 

エ その他、進捗管理を行う中で発生した事件・事故については、報告書を提

出すること。 

 

⑷ データの納品と廃棄について 

受注者が準備したＯＡ機器等に入力・保存したデータは、市担当職員が立会

いの下、全て破棄し、一切の情報を残さないこと。なお、破棄作業完了後、作

業完了報告書を提出すること。 

 

⑸ 名簿の提出と名札について 

ア 管理責任者及び作業要員の名簿を市へ提出すること。 

イ 管理責任者は、作業の進捗管理、作業フロアの管理等を行い、市から状況

報告等を求められた場合は、迅速に対応すること。 

ウ 作業要員は、常に、社名、氏名等作業要員の判別がつく名札を、誰からで

も確認しやすい位置につけること。 

 

⑹ 作業機器等について 

ア 各業務を滞りなく行うために必要な事務机、椅子、パソコン、プリンター、

電話機、電話回線等の備品類は、全て受注者において用意すること。 

イ 各業務を滞りなく行うために必要なボールペン等の事務消耗品類は、全て

受注者において用意すること。 

 

⑺ リスクマネジメント 

想定されるリスクについて、各業務の課題を早めに抽出し、先を見越した調

整を行うなどリスク低減を図ること。 

 

⑻ 業務改善 

サービス品質の向上による業務の効率化を目的として、随時業務改善の提案

を行うこと。業務遂行上で生じる問題点やさらなる業務効率化に向けた事務処

理方法を分析・検討し、常に業務改善に努めること。 

 

⑼ 成果物の提出について 
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    事業報告書（紙媒体５部及び電子データ）を契約期間終了後に提出すること。 

 

  ⑽ 委託費の支払について 

   ア 支払方法 

     委託費については、市が受注者から受けた月次業務実績報告書の提出に基

づき、必要な検査を行ったうえで、当該検査を合格した場合において、受注

者からの請求を受けた日から３０日以内に支払うものとする。 

     なお、支払については以下のとおり取扱うこととする。 

    (ｱ) 別紙「委託料について」の「Ⅰ 単価契約」分については、月次業務実

績報告書を毎月、市へ提出し、実績数量に契約単価並びに消費税率及び地

方消費税率を乗じた金額を支払う。 

    (ｲ) 別紙「委託料について」の「Ⅱ 総価契約」分については、月次業務実

績報告書等により履行を確認後、消費税率及び地方消費税率を乗じた金額

を支払う。 

   イ 追加費用について 

     国からの事務連絡等により制度変更が生じ、これにより事務処理方法の変

更、処理件数予測の大幅な増減などの変更が生じることは、十分に想定され

る（接種対象者の追加、接種期間の延長等）。このような場合においても、

受注者は本委託業務の範囲内として業務を行うこと。 

     ただし、上記により、大幅な業務フローの変更及び大幅な業務量の増加が

生じると判断され、効率化のための業務改善を行っても、要員計画の見直し、

システムの改修等が発生する場合については、受注者は市に対応方法、スケ

ジュール、今後の運営に係る追加費用等の提案を行い、市と受注者の協議の

うえ決定すること。 

 

  ⑾ 事業が廃止された場合等の途中解約 

   ア 市は、本事業が廃止された場合、この契約を解除することができる。ただ

し、契約解除をしようとする６０日前までに予告するものとする。 

   イ アの規定により、市がこの契約を解除した場合において、受注者は、市が

支払を予定していた委託料を請求することはできない。 

   ウ 受注者は、アの規定により市がこの契約を解除したために生じた損害の賠

償について、市に請求することはできない。 

 

⑿ その他の契約事項について 

ア 契約の履行状況及び受注者の情報管理に契約不適合責任があると市が判

断した場合には、市は受注者に対し、その内容について監査を行うことを要

求することができるものとする。受注者は原則、監査に応じることとする。 

イ 受注者は、進捗状況及び運用状況を常に把握し、市に定期的に報告を行う

こと。また、市から報告を求められた場合には、速やかに報告をすること。 
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ウ 委託料の請求は１月を単位とし、実績に基づき受注者が請求し、委託者が

確認後、３０日以内に支払うものとする。 

エ 必要な新型コロナウイルス感染症対策を講じること。 

オ 市とのデータの授受については、ＵＳＢメモリ等小型大容量記録媒体は使

用できないこと。 

カ 業務の変更、追加又は中止があったときは、市及び受注者協議のうえ、契

約内容及び委託料を変更するものとする。 

キ その他、状況により契約期間の延長や本仕様書に定めていない事項につい

ては、別途、市と協議して定めること。
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見積書算出に当たっての算定条件について 

 

京都市住民基本台帳人口 １，４００，７２０人（令和３年１月１日現在） 

※ クーポン券（接種券）の送付に係る基準日については国の指示（説明会資料より令和３年

１月１日現在）に基づくため、増減する可能性がある。 
 
１ コールセンター等 

 ・開設時間 午前８時３０分～午後５時３０分（土日・祝日含む。） 

 ・一般相談・予約対応及び医療機関向け対応で２種類の番号を準備すること。 

 ・回線数 

期間 回線数 
令和３年２月１９日～３月２２日 ２０回線 
令和３年３月２３日～５月１９日 １４０回線 
令和３年５月２０日～５月末 ２８０回線 
令和３年６月 １日～６月末 ３５０回線 
令和３年７月 １日～１０月末 ３８０回線 
令和３年１１月１日～１１月末 １５０回線 
令和３年１２月１日～１２月末 １１５回線 
令和４年１月 前半 ８０回線 
令和４年１月 後半～４月末 ２２０回線 
令和４年５月１日 ～５月末 １１０回線 
令和４年６月前半 １９０回線 
令和４年６月後半～８月末 １９０回線 
令和４年９月 １日～９月末 ８５回線 
令和４年１０月前半 １２０回線 
令和４年１０月後半～１２月２９日 
※ 年末年始（令和４年１２月３０日～

令和５年１月３日）は休業 

１４０回線 

令和５年１月４日～１月末 平日８５回線、休日５５回線 
令和５年２月１日～２月末 平日５５回線、休日３５回線 
令和５年３月１日～３月末 平日３５回線、休日２０回線 

  ※回線数の中で相談と予約の数調整及び回線混雑時の応答メッセージ等の工夫要 

 ・相談窓口 

  開設時間 午前９時～午後５時（①は土日・祝日を含み、②は除く） 

配置場所 期間 人員 
① コールセンター内 令和３年４月１９日～９月末 ２名 
② 各区役所・支所内 令和３年４月１９日～８月末 

令和４年１月下旬 ～４月末 
令和４年６月下旬 ～９月末 
令和４年１０月下旬～令和５

年１月末 

１箇所につき

２名 
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２ 印刷について 
 数量 
１・２回目接種 
（接種券）  
令和４年３月に新たに１２歳に到達する者 １千人分 
再交付・転入者分 ２万５千人分 
（予診票（国仕様につき、デザインは不要））  
２部複写式…１枚目の紙厚は、ノーカーボン紙（感圧紙）Ｎ６０、

２枚目の紙厚は、ノーカーボン紙（感圧紙）Ｎ４０とすること。 
８４万セット分 

（封筒）  
① 接種券送付用（窓あき）（再交付・転入者用） ２万５千人分 
② 接種券送付後の接種日時及び会場等に係る予約開始のお知らせ ５０万人分 
（圧着ハガキ）  
① 集団接種予約後の確定内容に係る案内 ４０万８千人分 
② 未接種者への勧奨通知  
（ポスター）  
Ａ４版 １種類 ８，０００枚 
Ｂ３版 １種類（市バス・地下鉄掲出用） １，５００枚 
Ｂ３版 ２種類（京都市広報板掲示ポスター用） 各１１，０００枚 
（医療機関向け手引き等及び送付用封筒） １，６５０箇所分 
（その他）  
接種券送付後の接種日時及び会場等に係る予約開始のお知らせ（Ａ

３版） 

５０万人分 

３回目接種 
（接種券（予診票含む）） 

Ａ４サイズ上質紙５５～７０ｋｇとし、追加接種用の予防接種済証

用紙と一体（Ａ３サイズ）で印刷し、ミシン目で区切ること。 

 

①  当初発送分 １２９万人分 
② 再交付・転入者分 ２万５千人分 
（封筒）  
① 接種券送付用（窓あき）（再交付・転入者用） ２万５千人分 

４回目接種 
（接種券（予診票含む）） 

Ａ４サイズ上質紙５５～７０ｋｇとし、４回目接種用の予防接種済

証用紙と一体（Ａ３サイズ）で印刷し、ミシン目で区切ること。 

 

① 当初発送分 １２３万人分 
② 再発行・転入者分 ２万５千人分 
（封筒）  
① 接種券送付用（窓あき）（再交付・転入者用） ２万５千人分 

オミクロン株対応ワクチン接種 
（接種券（予診票含む）） 

Ａ４サイズ上質紙５５～７０ｋｇとし、オミクロン株対応ワクチン接

種用（３～５回目用）の予防接種済証用紙と一体（Ａ３サイズ）で印

刷し、ミシン目で区切ること。 

 

① 当初発送分 １３４万人分 
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 ② 再発行・転入者分 ２万５千人分 
（封筒）  
① 接種券送付用（窓あき）（再交付・転入者用） ２万５千人分 

小児３回目接種 
（接種券（予診票含む）） 

Ａ４サイズ上質紙５５～７０ｋｇとし、小児３回目接種用の予防接

種済証用紙と一体（Ａ３サイズ、２色刷り）で印刷し、ミシン目で区

切ること。 

 

① 当初発送分 ７万７千人分 
② 再発行・転入者分 １万人分 
（封筒）  
① 接種券送付用（窓あき）（再交付・転入者用） １万人分 

乳幼児接種 
（接種券（予診票含む）） 

Ａ４サイズ上質紙５５～７０ｋｇとし、乳幼児接種用の予防接種済

証用紙と一体（Ａ３サイズ、２色刷り）で印刷し、ミシン目で区切る

こと。 

 

① 当初発送分 ４万５千人分 
② 再発行・転入者分 ５千人分 

共通 
（封筒）  
① 汎用封筒（長３、窓あき） １万人分 
（チラシ）  
再交付・転入者用 １種類（デザインは市作成） ５万枚 

※ 上記については、今後国から示される追加接種の内容により変更することがある。 
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別表

【準備品】 

 物品名 

1 消毒用アルコール綿 

2 トレイ 

3 体温計 

4 医療廃棄物容器、針捨て容器 

5 手指消毒剤 

6 希釈用針・シリンジ 

7 止血用絆創膏 

8 冷蔵庫 

9 データロガー 

10 バイアルホルダー 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

救 

 

急 

 

用 

 

品 

血圧計 
12 静脈路確保用品 
13 輸液セット 
14 生理食塩水 

15 

エピネフリン、抗ヒスタミン剤、

抗けいれん剤、副腎皮質ステロイ

ド剤等の薬液 
16 喉頭鏡 
17 気管チューブ 
18 エアウェイ（経鼻・経口） 
19 バイトブロック 
20 スタイレット 
21 マギール鉗子 
22 開口器 
23 カフ用シリンジ 
24 潤滑ゼリー 
25 固定用テープ 
26 ドーナツ枕 
27 人工鼻 
28 蘇生バッグ 
29 ジャクソンリース回路 
30 酸素ボンベ 
31 ＡＥＤ 
32 パルスオキシメーター 
33 ストレッチャー 
34 ベッド 
35 吸引セット 
36 救急カート 
 

 

【医師・看護師用物品】 

  物品名 

1 マスク 

2 使い捨て手袋（S・M・L） 

3 使い捨て舌圧子 

4 膿盆 

5 聴診器（P） 

6 ペンライト（P) 

7 フェイスシールド 

8 アクリル板 

【事務用品】 

  物品名 

1 ボールペン（赤・黒）、マーカー 

2 日付印 

3 スタンプ台 

4 はさみ 

5 予診票用板 

6 ビブス 

7 クリアファイル 

8 付箋 

9 時計 

10 アルコールシート 

11 ２回目接種の御案内チラシ 

12 待機終了時間の御案内 

【会場設営】 

  物品名 

1 机 

2 椅子 

3 スクリーン 

4 延長コード 

5 養生テープ 

6 案内貼り紙・看板 

7 ビニールシート（床） 

8 緊急連絡用電話 

9 V-SYS 入力用 PC 

10 Wi-Fi 

11 カラーコーン・バー等 

12 プリンター 

13 バーコードリーダー 

14 インカム 

15 照明 
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（別紙） 

委託料について 

Ⅰ 単価契約 （単位：円） 

 単価（税抜） 単位 予定数量 
１ 研修費用（コールセンター、窓口業務及びデータ入力（その他事務含む。）） 

統括責任者 22,400 日 3 

業務管理者 20,800 日 177 

医療従事者 21,600 日 4 

一般従事者 19,200 日 618 

２ 研修費用（集団接種） 

業務管理者 20,800 日 0 

一般従事者 4,800 日 0 

３ コールセンター、窓口業務、データ入力（その他事務含む。）及び集団接種  

統括責任者 2,800 時間 7,311 

業務管理者 2,600 時間 212,038 

医療従事者 2,700 時間 6,444 

一般従事者 2,400 時間 1,786,587 

（データ入力）    

ＶＲＳ ｃｓｖデータ作成 93 件 169,230 

（集団接種）    

看護師 6,545 時間 31,961 

統括責任者 3,630 時間 1,561 

統括責任者（東武トップツアーズ）令和４年２月まで 5,060 時間 695 

統括責任者（東武トップツアーズ）令和４年３月以降 4,048 時間 1,145 

業務管理者 3,388 時間 19,109 

業務管理者（東武トップツアーズ）令和４年２月まで 3,795 時間 1,382 

業務管理者（東武トップツアーズ）令和４年３月以降 3,542 時間 2,172 

一般従事者 2,420 時間 231,634 

一般従事者（東武トップツアーズ）令和４年２月まで 3,542 時間 11,946 

一般従事者（東武トップツアーズ）令和４年３月以降 3,162 時間 15,840 

一般従事者（マレック分：平日）令和３年７月分 19,360 人・日 56 

一般従事者（マレック分：土曜日）令和３年７月分 12,705 人・日 16 

一般従事者（マレック分：日曜日）令和３年７月分 15,125 人・日 16 

一般従事者（マレック分：平日）令和３年８月以降 15,125 人・日 290 

一般従事者（マレック分：土曜日、日曜日）令和３年８月以降 13,612 人・日 120 

一般従事者（マレック分）令和３年１１月以降 13,612 人・日 90 

一般従事者（マレック分：時間延長） 2,420 時間 随時 

ＰＣ作業者 2,541 時間 3,799 

ＰＣ作業者（東武トップツアーズ）令和４年３月以降 3,162 時間 1,276 

警備員 3,630 時間 11,815 

警備員（東武トップツアーズ）令和４年２月まで 7,590 時間 408 

警備員（東武トップツアーズ）令和４年３月以降 45,540 人・日 128 

交通費（統括責任者） 2,178 人・日 244 

交通費（統括者：東武トップツアーズ）令和４年３月以降 1,980 人・日 160 
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交通費（業務管理者） 2,420 人・日 2,741 

交通費（業務管理者：東武トップツアーズ）令和４年３月以降 2,200 人・日 304 

交通費（一般従事者） 1,430 人・日 42,241 

交通費（一般従事者：東武トップツアーズ）令和４年３月以降 1,430 人・日 2,486 

交通費（一般従事者：マレック分） 550 人・日 584 

交通費（ＰＣ作業者） 1,430 人・日 688 

交通費（ＰＣ作業者：東武トップツアーズ）令和４年３月以降 1,430 人・日 208 

交通費（警備員） 1,210 人・日 1,421 

物品荷役料 110 箱 3,995 

物流加工料（仕分け梱包） 22,000 箇所 131 

輸送料（２ｔ車１台、作業員１名） 55,000 箇所 73 

輸送料（２ｔ車１台、作業員２名） 66,000 箇所 随時 

物品配送（作業補助者：追加分） 16,500 人・日 随時 

物品配送（チャーター便：２ｔ車） 13,200 台・回 随時 

物品配送（チャーター便：４ｔ車） 16,500 台・回 随時 

物品配送（チャーター便：１０ｔ車） 27,500 台・回 随時 

ルート配達（小ロット） 19,800 件 随時 

前日AMオーダーで翌日発送（土日以外の配達） 550 箱 随時 

４ ワクチン等の受入れ、小分け及び配送 

（１）令和３年４月分 

小分け管理者 22,880 人・日 19 

小分け従事者 15,840 人・日 12 

小分け従事者（半日） 10,560 人・日 9 

配送費 38,500 台・回 7 

配送費（半日） 25,025 台・回 3 

（２）令和３年５月分以降 

小分け管理者 43,450 人・日 244 

小分け従事者 10,560 人・日 1,098 

配送費 38,500 台・回 910 

【小分け管理者】ワクチンの受入れ（土曜日、日曜日、祝日） 32,588 人・日 6 

【小分け従事者】ワクチンの受入れ（土曜日、日曜日、祝日） 7,920 人・日 6 

※ 予定数量は、予測によるものであり、国の通知等に基づく事業の状況変化や市の都合等により増減

する。大幅な増減があっても、市は何ら補償しない。 
 

Ⅱ 総価契約 （単位：円）  
Ｒ２年度（税抜） Ｒ３年度（税抜） Ｒ４年度（税抜） 

「制作物」一式 10,804,020 111,235,483 130,501,386 

「コールセンター」管理運営費用 22,455,900 189,110,229 184,487,396 

「窓口業務」管理運営費用 0 14,204,766 5,360,925 

「集団接種」管理運営費用 0 352,257,309 324,147,280 

「配送」管理運営費用 16,459,907 58,378,047 9,332,400 

「模擬訓練」管理運営費用 2,133,822  0 0 

 



令和２年４月１日改正 

電子計算機による事務処理等（入力等）の

委託契約に係る共通仕様書

（総則） 

第１条 この電子計算機による事務処理等（入力等）の委託契約に係る共通仕様書（以下

「共通仕様書」という。）は，電子計算機による事務処理等（入力等）の業務委託におい

て，情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要と

なる事項を定めるものである。 

２ 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は，個別

仕様書に定める内容が優先する。

（履行計画） 

第２条 受託者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては，

当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。）は，京都市（以下「甲」という。）

が委託業務の内容を変更した場合に，履行日程又は履行方法を変更するときは，あらかじ

め甲の承諾を得なければならない。乙の事情により，履行日程又は履行方法を変更すると

きも，同様とする。

（秘密の保持） 

第３条 乙は，委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者

に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も，同様とする。

（目的外使用の禁止） 

第４条 乙は，次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 

 契約目的物 

 甲が乙に支給する物品（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」

という。） 

 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票，フロッピーディスク，磁気テープ，

磁気ディスク，光磁気ディスク，光ディスク，半導体メモリその他の記録媒体に記録

された情報（甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。） 

（複写，複製及び第三者提供の禁止） 

第５条 乙は，契約目的物，支給品，貸与品及びデータについて，複写し，複製し，又は

第三者に提供してはならない。ただし，甲の書面による承諾を得た場合は，この限りでな

い。 



（作業責任者等の届出） 

第６条 乙は，委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め，書面によりあらかじめ

甲に報告しなければならない。これを変更するときも，同様とする。

２ 作業責任者は，共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな

ければならない。 

３ 作業従事者は，作業責任者の指示に従い，共通仕様書に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

４ 乙は，全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守す

る旨の誓約書を徴し，甲から求めがあった場合は，これを甲に提出しなければならない。

（教育の実施） 

第７条 乙は，全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して，情報セキュリティに対

する意識の向上，共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要

な事項について，教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は，個人情報を取り扱うに当たっては，個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び

全ての作業従事者に対し，京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに，個人

情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。

３ 乙は，前２項の教育及び研修を実施するに当たり，実施計画を策定し，及び実施体制

を整備しなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は，委託業務を派遣労働者，契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる

場合は，正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

２ 乙は，甲に対して，正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負

うものとする。 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は，委託業務の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）しては

ならない。ただし，甲の書面による承諾を得た場合は，この限りでない。 

２ 乙は，再委託する場合は，再委託の内容，再委託の相手方，再委託の理由等を付して

書面によりあらかじめ甲に申請し，その承諾を得なければならない。 

３ 乙は，再委託する場合は，再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させ

るとともに，甲に対して，再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

４ 乙は，再委託する場合は，再委託の相手方との契約において，再委託の相手方を監督

するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は，再委託する場合は，再委託先における履行状況を管理するとともに，甲の求め

に応じて，その状況を甲に報告しなければならない。 



（データ等の適正な管理） 

第 10 条 乙は，個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類（以下「ドキュメント」

という。），プログラム及びデータの授受，処理，保管その他の管理に当たっては，内部に

おける責任体制を整備し，漏えい，滅失，き損，紛失，改ざん，盗難等を防止するなどそ

の適正な運営に努めなければならない。 

２ 乙は，委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室，入力機器室，データ保管室

その他の作業場所（以下「電子計算機室等」という。）を定め，書面によりあらかじめ甲

に報告しなければならない。これを変更するときも，同様とする。 

３ 乙は，前項で定める乙の電子計算機室等について，外部からの侵入が容易でない場所

に配置するとともに，地震，水害，落雷，火災，漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備

えて，必要な保安措置を講じなければならない。 

４ 乙は，第２項で定める乙の電子計算機室等について，次に掲げる入退室管理を行わな

ければならない。 

 電子計算機室等に入室できる者を，乙が許可した者のみとすること。 

 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要

な措置を講じること。 

 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し，又は退室するときは，日時，氏名

等を入退室管理簿に記録すること。

５ 乙は，甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは，甲に受領

書を提出しなければならない。

６ 乙は，個人情報を取り扱うに当たっては，個人情報を適正に管理させるために，個人

情報管理責任者を置かなければならない。 

７ 乙は，委託業務の履行のために入力機器，電子計算機及び記録媒体を使用するに当た

っては，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 乙が許可した者以外の者が入力機器，電子計算機及び記録媒体を使用すること及び

これに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 

 入力機器，電子計算機及び記録媒体に，情報漏えいにつながると考えられる業務に

関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

 個人の所有する入力機器，電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 

８ 乙は，乙の電子計算機室等からドキュメント，プログラム及びデータを持ち出しては

ならない。ただし，甲の承諾を得た場合は，この限りでない。 

９ 乙は，乙の電子計算機室等からプログラム，データ等を電子データで持ち出す場合は，

電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 

10 乙は，ドキュメント，プログラム及びデータの輸送，搬入出を自ら行わなければなら

ない。ただし，甲の書面による同意を得た場合は，この限りでない。 

11 甲は，ドキュメント，プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい，滅失，き損，

紛失，改ざん，盗難等による被害が生じた場合は，契約書第８条第１項第１号に該当す

るとして契約を解除することができる。 



12 乙は，ドキュメント，プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい，滅失，き損，

紛失，改ざん，盗難等があったときは，甲の指定するところにより，代品を納め，原状

に復し，損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）を賠償し，又は代品を納め，

若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。

（データ等の廃棄） 

第 11 条 乙は，委託業務が完了したとき，委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解

除されたときは，甲の指示に従い，ドキュメント，プログラム及びデータを廃棄し，消去

し，又は甲に返還し，若しくは引き渡さなければならない。 

２ 乙は，前項の規定により，ドキュメント，プログラム及びデータの廃棄又は消去を行

うに当たっては，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 

 廃棄又は消去の際に，甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 

 廃棄又は消去を行った後速やかに，廃棄又は消去を行った日時，担当者名及び処理

内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 

（監督） 

第 12 条 乙は，ドキュメント，プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状

況について，甲の指示に従い，定期的に甲に報告しなければならない。 

２ 甲は，必要があると認める場合は，契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況につ

いて，いつでも乙に対して報告を求め，乙の電子計算機室等に立ち入って検査し，又は必

要な指示等を行うことができるものとする。 

（事故の発生の通知） 

第 13 条 乙は，当該契約目的物，ドキュメント，プログラム，データ等の漏えい，滅失，

き損，紛失，改ざん，盗難等の事故が生じたときは，直ちに甲に通知し，その指示に従

い，遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も，同様

とする。 

２ 乙は，契約目的物，ドキュメント，プログラム，データ等の漏えい，滅失，き損，紛

失，改ざん，盗難等の事故が生じた場合に備え，甲その他の関係者との連絡，証拠保全，

被害拡大の防止，復旧，再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために，緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 甲は，契約目的物，ドキュメント，プログラム，データ等の漏えい，滅失，き損，紛

失，改ざん，盗難等の事故が発生した場合は，必要に応じて当該事故に関する情報を公表

することができる。

（支給品及び貸与品） 

第 14 条 支給品及び貸与品の品名，数量，引渡時期及び引渡場所は，個別仕様書に定める



ところによる。 

２ 乙は，前項に定めるところにより，支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは，遅滞

なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 乙は，支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

４ 乙は，委託業務が完了したとき，委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除さ

れたときは，個別仕様書に定めるところにより，不用となった支給品及び貸与品を，使用

明細書を添えて甲に返還しなければならない。 

５ 乙は，故意又は過失により，支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し，又はき損し

たときは，甲の指定するところにより，代品を納め，原状に復し，損害を賠償し，又は

代品を納め，若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。

（検査の立会い及び引渡し） 

第 15 条 甲は，契約書第４条第１項の検査に当たり，必要があると認めるときは，乙を検

査に立ち会わせることができる。この場合において，乙が検査に立ち会わなかったときは，

乙は，検査の結果について異議を申し立てることができない。 

２ 甲は，契約書第４条第１項の検査に当たり，必要があると認めるときは，契約目的物

を電子計算機による試行，試験等により検査することができる。この場合において，当該

検査に直接要する費用は，乙の負担とする。 

３ 甲は，個別仕様書において検孔が指示されている業務において，検査の結果，契約書

第４条第１項の検査に係る試行，試験等のための納入データに０．５％以上の誤りがある

ときは，契約書第８条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

４ 乙は，契約書第４条第１項の規定による検査に合格したときは，直ちに，納品書を添

えて，契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし，納入が完了したときをもって

契約目的物の引渡しが完了したものとする。 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は，乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは，契

約書第８条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

２ 甲は，個別仕様書により検孔が指示されている業務において，納入データに０．５％

以上の誤りがあるときは，契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約を

解除することができる。 

３ 甲は，個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち，契約目的物の引渡しを複

数回行うよう指示されている業務において，いずれかの回の納入データに０．５％以上の

誤りがあるときは，契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約を解除す

ることができる。 

４ 甲は，前３項の規定により契約を解除したときは，乙に損害賠償の請求を行うことが

ある。 

５ 乙は，第１項から第３項までの規定により契約の解除があったときは，甲にその損失



の補償を求めることはできない。

（損害賠償） 

第 17 条 乙の故意又は過失を問わず，乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し，又

は怠ったことにより，甲に損害を与えた場合は，乙は，甲にその損害を賠償しなければな

らない。

（契約不適合責任） 

第 18 条 甲は，引渡しを受けた契約目的物が種類，品質又は数量に関して契約の目的に適

合しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては，委託業務が終了した時

に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は，乙に対し

てその不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正等の履行の追完（以下

本条において「追完」という。）を請求することができ，乙は，当該追完を行うものとす

る。ただし，甲に不相当な負担を課するものではないときは，乙は甲が請求した方法と異

なる方法による追完を行うことができる。 

２ 甲は，契約不適合により損害を被った場合，乙に対して損害賠償を請求することがで

きる。 

３ 甲は，契約不適合について，追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされな

い場合又は追完の見込みがない場合で，契約不適合により契約の目的を達することがで

きないときは，契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約の全部又は

一部を解除することができる。 

４ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは，第１５条第４項の規定に

よる引渡しを受けた日から２年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものと

する。ただし，第１５条第４項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合

を知り若しくは重過失により知らなかった場合，又は契約不適合が乙の故意若しくは重過

失に起因する場合にはこの限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は，契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指

示によって生じたときは適用しない。ただし，乙がその資料等又は指示が不適当であるこ

とを知りながら告げなかったときは，この限りでない。 

（作業実施場所における機器） 

第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器，ソフトウェア及びネットワークについては，

乙が準備するものとする。ただし，甲がこれを貸与する場合は，この限りでない。 



３　国民健康保険事業の委託に係る仕様書
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